
さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第８９５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字二ツ宮字岸ノ町９７番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 

（省略） 
３ 許可番号 
 令和４年１２月２１日 
 第開‐Ｎ２０２２１２８号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ５ 日 
第完‐Ｎ２０２２１２８号  
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さいたま市告示第８９６号 

さいたま市地域部活動に係る統括団体実証運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 
令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市地域部活動に係る統括団体実証運営業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市立片柳中学校外２校 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年８月１日から令和６年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「イベント・催事」の受注希望業務「その他のイベント・催事」

又は業務「その他」の受注希望業務「その他」に登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

   さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097386.html 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097386.html
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⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年５月３０日（火）午後５時まで 

⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

担当 中学校教育係 電話０４８（８２９）１６６１ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月１日（木）午前９時から午後５時まで 
６ 競争入札参加資格の喪失 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等  
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月６日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館 第 1 会議室 
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⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月６日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を決める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。 
⑹ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、その業務の再度入札に参加できない。 

⑺ 入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 
電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０９ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 
電話 ０４８（８２９）１６６１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この契約において使用する言語は及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課及びホームページにおいて閲覧

できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等について不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 
⑷ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第８９７号 

さいたま市（仮称）東部療育センターＸ線一般撮影装置賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市（仮称）東部療育センターＸ線一般撮影装置賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市岩槻区府内１－８－１ （仮称）東部療育センター 

⑶ 数量・特質等 

仕様書による。 

⑷ 借入期間 

令和６年２月１日から令和１６年１月３１日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に営業種目「医療機器レンタル等」で登載されていること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア  特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受 

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 

律（昭和３５年法第１４５号）第３９条に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けてい 

る者であること。 

⑸ 過去２年の間に国（独立行政法人を含む）若しくは地方公共団体と賃貸借契約実績がある者 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対して、入札説明書を交付するとともに、仕様書を貸与する。 

⑴ 交付場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東

部療育センター開設準備室 
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担当 上坪 電話 ０４８（７８３）２０７９ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年５月３０日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用及び交付方法 

入札説明書等は、ＣＤ－ＲＯＭで無償にて交付する。 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年６月２日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月８日（木）午前１０時００分 
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イ 場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園２階会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

電話 ０４８（６２２）１２１１ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東

部療育センター開設準備室 

電話 ０４８（７８３）２０７９ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑶ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑷ 令和６年度以降の予算について、本契約に係る予算措置がされない場合は、変更契約の締結ま

たは契約の解除を行う場合がある。 
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⑸ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東部療育センター開設

準備室及びホームページにおいて閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑹ 詳細は、入札説明書による。 

  

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第８９８号 

さいたま市（仮称）東部療育センターＣＲ装置賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市（仮称）東部療育センターＣＲ装置賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市岩槻区府内１－８－１ （仮称）東部療育センター 

⑶ 数量・特質等 

仕様書による。 

⑷ 借入期間 

令和６年２月１日から令和１２年１月３１日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に営業種目「医療機器レンタル等」で登載されていること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア  特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受 

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 

律（昭和３５年法第１４５号）第３９条に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けてい 

る者であること。 

⑸ 過去２年の間に国（独立行政法人を含む）若しくは地方公共団体と賃貸借契約実績がある者 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対して、入札説明書を交付するとともに、仕様書を貸与する。 

⑴ 交付場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東

部療育センター開設準備室 
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担当 上坪 電話 ０４８（７８３）２０７９ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年５月３０日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用及び交付方法 

入札説明書等は、ＣＤ－ＲＯＭで無償にて交付する。 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年６月２日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月８日（木）午前１０時１５分 
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イ 場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園２階会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

電話 ０４８（６２２）１２１１ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東

部療育センター開設準備室 

電話 ０４８（７８３）２０７９ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑶ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑷ 令和６年度以降の予算について、本契約に係る予算措置がされない場合は、変更契約の締結ま

たは契約の解除を行う場合がある。 
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⑸ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園東部療育センター開設

準備室及びホームページにおいて閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑹ 詳細は、入札説明書による。 

  

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第８９９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  桜木町三丁目自治会 

２ 変更した事項 

⑴ 主たる事務所 

住所 （省略） 
  ⑵ 代表者に関する事項 

ア 氏名 （省略） 

  イ 住所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和５年４月２９日 
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さいたま市告示第９００号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定に基

づき、次のとおり告示する。 

令和５年５月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

   木崎自治協力会 

２ 変更した事項 

   代表者の氏名及び住所 

    （省略） 

    （省略） 

３ 変更年月日 

   令和５年４月２２日 

  



 

 

さいたま市告示第９０１号 
 令和５年４月２４日さいたま市告示第７６４号において公告した一般競争入札について、次のとおり中

止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公

示する。 
 
  令和５年５月１６日 

 
                          さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 
 ⑴ 契約整理番号 ０５－４４５６－３ 
 ⑵ 工事名 水辺公園橋架換工事 
 ⑶ 工事場所 さいたま市南区内谷７丁目地内外 
 
２ 中止とした理由 
  設計図書に見直しの必要が生じたため。 
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さいたま市告示第９０２号 

 さいたま市仮設訓練塔安全点検業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年５月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 
 ⑴ 件名 
   さいたま市仮設訓練塔安全点検業務 
 ⑵ 履行場所 
   さいたま市大宮区天沼町１－８９３外 
 ⑶ 業務概要 
   仕様書のとおり 
 ⑷ 履行期間 
   令和５年６月９日から令和５年７月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 
  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
 ⑴ 本告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿に業務（設計・調査・

測量）の受注希望業種「建築関係コンサルタント／建物調査」又は業務（保守点検）の受注希望

業種「その他の保守点検」で登載されている者であること。 
 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平

成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている

期間がない者であること。 
 ⑷ 令和３年４月１日以降に２回以上、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種業務

（仮設訓練塔の点検等）の契約を締結し、履行した実績があること。 
３ 入札説明書の交付 
  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
 ⑴ 交付場所 
   さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防施設課 
   電話 ０４８（８３３）７９５４ 
 ⑵ 交付期間 
   告示の日から令和５年５月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か
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ら午後４時まで） 
 ⑶ 交付費用 
   無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
 ⑴ 提出書類 
  ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
  イ 入札説明書に定める書類 
 ⑵ 受付期間 
   ３⑵に同じ 
 ⑶ 受付場所 
   ３⑴に同じ 
 ⑷ 提出方法 
   持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
  確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
 ⑴ 交付場所 
   ３⑴に同じ 
 ⑵ 交付日時 
   令和５年６月２日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
   なお、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、

入札を辞退したものとみなす。 
６ 入札手続等 
 ⑴ 入札方法 
   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
 ⑵ 入札の日時及び場所 
  ア 日時 
    令和５年６月６日（火）午前１０時００分 
  イ 場所 
    さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局庁舎４階第１調整室 
 ⑶ 入札保証金 
   見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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 ⑷ 開札の日時及び場所 
  ア 日時 
    令和５年６月６日（火）入札終了後、直ちに行う。 
  イ 場所 
    ６⑵イに同じ 
 ⑸ 落札者の決定方法 
   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
 ⑹ 入札の無効 
   さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
 ⑺ 入札事務を担当する課 
   さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防総務課 
   電話 ０４８（８３３）７３３５ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１ 
 ⑻ 業務を担当する課 
   さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防施設課 
   電話 ０４８（８３３）７９５４ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１ 
７ 契約手続等 
 ⑴ 契約保証金 
   契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
 ⑵ 契約書作成の要否 
   要 
 ⑶ 議決の要否 
   否 
８ その他 
 ⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 ⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 ⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。 

   https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p076447.html 
 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p076447.html
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さいたま市告示第９０３号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和５年 ５月 ２３日まで

に返還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和５年５月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

５月 
１７日 猫 さいたま市 

南区別所 雑種 メス 三毛 １~ 
２か月 無  

５月 
１７日 猫 さいたま市 

南区別所 雑種 オス 黒 １~ 
２か月 無  

５月 
１７日 猫 さいたま市 

南区別所 雑種 オス 黒 １～ 
２か月 無  

連絡先 
⑴ 担当  さいたま市役所保健衛生局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 
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さいたま市告示第９０４号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和５年５月１２日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

⑶ 大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
⑷ 岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計６２台 
６ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵ 電話 ０４８（６５２）８８１２ 
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さいたま市告示第９０５号 

さいたま市岩槻人形博物館企画展広報物製作等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」をいう。）第１６７条の６の規程に基 
づき公告する。 

令和５年５月１９日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 

さいたま市岩槻人形博物館企画展広報物製作等業務 
⑵ 履行場所 

さいたま市岩槻区本町６－１－１ 
⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 
⑷ 履行期間 

契約日から令和５年 7 月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に

業務「製作等」の受注希望業務「製作／パンフレット等」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 奥付等に印刷の責任者（プリンティング・ディレクター等）として本人の氏名が記載された美

術系の展覧会図録又は写真集を、過去１年以内に２冊以上担当した実績がある者を色校正の担当

者とすることを証明した者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 
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ア さいたま市岩槻区本町６－１－１ 
さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館 
担当 管理係 電話 ０４８（７４９）０２２３ ＦＡＸ ０４８（７４９）０２２５ 
イ さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097464.html 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和５年５月２６日（金）午後４時まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日

を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和５年５月２６日（金）午後４時まで（休日を除く午前９時から午後４時まで

）。なお、郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡をすること。 
⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

持参又は書留郵便（簡易書留郵便を含む）による郵送により提出すること。 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年５月３０日（火）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097464.html
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課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２日（金）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階 小ホール 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 
電話 ０４８（８２９）１２２６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市岩槻区本町６－１－１ 
さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館 
電話 ０４８（７４９）０２２３ ＦＡＸ ０４８（７４９）０２２５ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は原則返却しない。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館及びホームページにおいて閲
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覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９０６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市浦和区仲町二丁目５１番８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号 
三井不動産レジデンシャル株式会社 都市開発二部長 木内 淳一 

３ 許可番号 
 令和５年３月３０日 
 第 変‐Ｓ２０２１００７ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年５月１８日 
 第 完‐Ｓ２０２１００７ 号 
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さいたま市告示第９０７号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市南区辻二丁目２４３番１７ 
⑵ 指定の年月日 令和５年５月１９日 
⑶ 指定の番号 第南２３－００５号 
⑷ 道路の幅員 ６．０１ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ４０．１５ｍ 
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さいたま市告示第９０８号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市北区東大成町二丁目１４３番７ 
⑵ 指定の年月日 令和５年５月１９日 
⑶ 指定の番号 第北２３－００５号  
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
⑸ 道路の延長 ２３．５７ｍ 
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さいたま市告示第９０９号 

さいたま市ひとり親関連ＡＩチャットボットシステム業務について、公募型プロポーザル方式の手

続きを実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴  件名 

さいたま市ひとり親関連ＡＩチャットボットシステム業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 事業概要 

制度の利用率の向上を目的として、様々な支援策の中から、ひとり親家庭が必要とする支援の

情報を入手し、自立に向けて適切な支援を受けられるよう、時間を問わず気軽に問い合わせを行

うことができる AI チャットボットを導入し、24 時間 365 日運用することで、制度の認知度の向

上を図るもの。 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和６年３月３１日 

 ⑸ 予算の上限額 

   ３，５１６千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下、「名簿」という。）に希望業務「電算」で登載されている者 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 過去２年の間に、官公庁又は地方公共団体に対して、ＡＩチャットボットシステムのサービス 

を提供した実績（実証実験等の継続性のないものを除く）を有し、かつ令和５年４月１日現在も 

継続してサービスを提供している者であること。 

３ 企画提案書招請説明書等の貸与 

企画提案書の提出を希望する者で、企画提案書招請説明書（以下「説明書」という。）等の資料

を貸与するものとする。 

⑴ 貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４―４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 

⑵ 貸与期間 
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本告示日から令和５年５月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで。） 

⑶ 貸与費用 

無償 

⑷ 貸与方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑸ 説明書等の返却 

交付した説明書等は、企画提案書提案会時に返却すること。また、企画提案書提案会に参加し

ない場合及び参加申込兼資格確認申請書を提出しないことが決まった場合は、速やかに返却す

ること。 

⑹ 説明書等の取り扱い 

貸与した説明書等は、企画提案及び見積に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

様式以外の資料は複製をしてはならない。 

４ 参加申込兼資格確認申請書の提出 

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、企画提案書提出日におい 
て確認審査を受けていない者は、企画提案会に参加できない。 

⑴ 提出書類 

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ ２⑶の経験を証する書類 １部 

ウ 「優先交渉権者選定基準」の、「２ 評価の方法」に記載の「AIチャットボットシステム導

入・運用実績」、「ひとり親関連 AI チャットボットシステム導入・運用実績」及び「実施体

制における人員の実績」を証する書類 各１部 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 参加資格確認結果通知書の交付 

参加申込兼資格確認申請書の提出を行った者に対し、参加資格確認審査終了後、令和５年６月

２日（金）に参加資格確認結果通知書を電子メール及び郵送で交付するものとする。 

６ 質問の受付及び回答 

  参加資格及び企画提案書招請説明書等に関する質問がある場合は、以下の要領にて質問を行うこ

とができる。 

⑴ 質問期間 

令和５年５月１９日（金）から令和５年５月２６日（金） 

⑵ 質問方法 

質問の受け付けは電子メールのみとする。送付の際には以下の事項を順守すること。 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

  ア 上記受付期間に質問が市に到達するようにすること。 

  イ 電子メールの標題は「さいたま市ひとり親関連ＡＩチャットボットシステム業務に関する質

問」とすること。 

ウ 書式は自由であるが、電子メールの本文としてテキスト形式で記述すること。（それ以外

の添付ファイル等は全て無効とする。） 

 ⑶ 質問の提出先 

   提出先の電子メールアドレスは以下のとおりである。 

   kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 

⑷ 質問の到着確認に関する問い合わせ先 

３⑴に同じ 

⑸ 質問に対する回答 

質問及び回答については、令和５年５月３１日（水）午後５時までに、電子メールにて全参加

申込者（参加申込兼資格確認申請書に記載された電子メールアドレス宛）に送信する。なお、

質問者の名前は非公開とする。 

 ⑹  その他 

    再質問は受け付けない。 

７ 企画提案書の提出 

⑴ 提出書類及び部数 

ア 企画提案書 原本１部 写し１０部  

イ 見積書（任意書式） 原本１部 

※見積書については、内訳を記載又は別紙で作成すること。 

⑵ 受付期間 

令和５年６月２日（金）から令和５年６月１９日（月）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで。） 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 企画提案書の提出ができる者 

参加資格確認結果通知書により参加資格有と認められた者のみ、提出することができる。 

８ 一次審査（客観審査） 

  参加申込者が５者以上の場合は、「（様式１）参加申込兼資格確認申請書」に添付される資料に

基づき、評価項目における点数の合計が最も高い上位４者を選定する。同点の者が２者以上あると

きは、くじ引きによって順位を決定する。 

９ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

  一次審査を通過した上位４者について、企画提案書を補完するため、企画提案書提案会において

プレゼンテーション審査を実施する。 

⑴ 企画提案書提案会の実施予定日 

令和５年６月２６日（月） 

詳細な時間及び場所については、参加者数の確定後に通知する。 

１０ 企画提案書の特定に関する事項 

mailto:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp
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⑴ 評価方法 

企画提案書の内容及び企画提案書提案会の内容（質疑応答を含む。）について、選定委員会に

おいて、選定委員が評価を行う。 

⑵ 優先交渉権者の選定 

選定委員会の後、優先交渉権者を選定する。 

１１ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

否 
⑶ 議決の要否 

否 
１２ その他 

⑴ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書は、業者選定の結果不採用となった提案者より明示的な希望があった場

合のみ返却する。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課及びホームページにおいて 

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p097503.html 

⑸ 詳細は、説明書等による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p097503.html
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さいたま市告示第９１０号 

さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付システム再構築業務について、公募型プロポーザル方式の手

続きを実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付システム再構築業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 事業概要 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉

を推進することを目的に、法改正にも対応したシステムを調達することで、安定的かつ適正な管

理体制の構築を目指すもの。 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和６年３月３１日 

 ⑸ 予算の上限額 

   １３，８９２千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下、「名簿」という。）に希望業務「電算」で登載されている者 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 過去２年の間に、官公庁又は地方公共団体に対して、資金貸付システムシステムのサービス 

を提供した実績（実証実験等の継続性のないものを除く）を有し、かつ令和５年４月１日現在も 

継続してサービスを提供している者であること。 

３ 企画提案書招請説明書等の貸与 

企画提案書の提出を希望する者で、企画提案書招請説明書（以下「説明書」という。）等の資料

を貸与するものとする。 

⑴ 貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４―４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 

⑵ 貸与期間 

本告示日から令和５年５月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ 
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで。） 

⑶ 貸与費用 

無償 

⑷ 貸与方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑸ 説明書等の返却 

交付した説明書等は、企画提案書提案会時に返却すること。また、企画提案書提案会に参加し

ない場合及び参加申込兼資格確認申請書を提出しないことが決まった場合は、速やかに返却する

こと。 

⑹ 説明書等の取り扱い 

貸与した説明書等は、企画提案及び見積に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

様式以外の資料は複製をしてはならない。 

４ 参加申込兼資格確認申請書の提出 

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、企画提案書提出日におい 
て確認審査を受けていない者は、企画提案会に参加できない。 

⑴ 提出書類 

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ ２⑶の経験を証する書類 １部 

ウ 「優先交渉権者選定基準」の、「２ 評価の方法」に記載の「資金貸付システム導入・運用

実績」、「母子父子寡婦資金貸付システム導入・運用実績」及び「実施体制における人員の実

績」を証する書類 各１部 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 参加資格確認結果通知書の交付 

参加申込兼資格確認申請書の提出を行った者に対し、参加資格確認審査終了後、令和５年６月２

日（金）に参加資格確認結果通知書を電子メール及び郵送で交付するものとする。 

６ 質問の受付及び回答 

  参加資格及び企画提案書招請説明書等に関する質問がある場合は、以下の要領にて質問を行うこ

とができる。 

⑴ 質問期間 

令和５年５月１９日（金）から令和５年５月２６日（金） 

⑵ 質問方法 

質問の受け付けは電子メールのみとする。送付の際には以下の事項を順守すること。 

  ア 上記受付期間に質問が市に到達するようにすること。 
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  イ 電子メールの標題は「さいたま市母子父子寡婦福祉資金貸付システム再構築業務に関する質

問」とすること。 

ウ 書式は自由であるが、電子メールの本文としてテキスト形式で記述すること。（それ以外の

添付ファイル等は全て無効とする。） 

 ⑶ 質問の提出先 

   提出先の電子メールアドレスは以下のとおりである。 

   kosodate-shien@city.saitama.lg.jp 

⑷ 質問の到着確認に関する問い合わせ先 

３⑴に同じ 

⑸ 質問に対する回答 

質問及び回答については、令和５年５月３１日（水）午後５時までに、電子メールにて全参加

申込者（参加申込兼資格確認申請書に記載された電子メールアドレス宛）に送信する。なお、

質問者の名前は非公開とする。 

 ⑹  その他 

    再質問は受け付けない。 

７ 企画提案書の提出 

⑴ 提出書類及び部数 

ア 提出書類及び部数 

イ 企画提案書 原本１部、写し１０部 

ウ 様式３「機能・帳票要件一覧表」 原本１部、写し１０部 

エ 見積書（任意書式） 原本１部 

※見積書については、内訳を記載又は別紙で作成すること。また、構築後のシステム運用保

守に係る１年間の費用も明示すること。 

⑵ 受付期間 

令和５年６月２日（金）から令和５年６月１９日（月）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで。） 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 企画提案書の提出ができる者 

参加資格確認結果通知書により参加資格有と認められた者のみ、提出することができる。 

８ 一次審査（客観審査） 

  参加申込者が４者以上の場合は、様式 1「参加申込兼資格確認申請書」に添付される資料に基づ

き、評価項目における点数の合計が最も高い上位３者を選定する。同点の者が２者以上あるときは、

くじ引きによって順位を決定する。 

９ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

  一次審査を通過した上位３者について、企画提案書を補完するため、企画提案書提案会において

プレゼンテーション審査を実施する。 

⑴ 企画提案書提案会の実施予定日 

令和５年６月２８日（水） 

mailto:kosodate-shien@city.saitama.lg.jp
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詳細な時間及び場所については、参加者数の確定後に通知する。 

１０ 企画提案書の特定に関する事項 

⑴ 評価方法 

企画提案書の内容及び企画提案書提案会の内容（質疑応答を含む。）について、選定委員会に

おいて、選定委員が評価を行う。 

⑵ 優先交渉権者の選定 

選定委員会の後、優先交渉権者を選定する。 

１１ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

否 
⑶ 議決の要否 

否 
１２ その他 

⑴ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書は、業者選定の結果不採用となった提案者より明示的な希望があった場

合のみ返却する。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課及びホームページにおいて 

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p097518.html 

⑸ 詳細は、説明書等による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p097518.html
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さいたま市告示第９１１号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し 

たので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条により、次のとおり告示する。 
令和５年５月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市浦和区上木崎六丁目５４１番１２２、５４４番８、５４５番１４ 
⑵ 指定の年月日 令和５年５月１９日 
⑶ 指定の番号 第南２３－００６号 
⑷ 道路の幅員 ４．０１ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ３０．６８ｍ 
  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９１２号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 

・ 市県民税（普通徴収） 督促状 
・ 固定資産税・都市計画税 督促状 
・ 国民健康保険税（普通徴収） 督促状 
・  市県民税（特別徴収） 督促状 

２ 送達を受ける者の氏名・名称 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 

⑴ 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
⑵ 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 
⑵ 電話 ０４８（６４６）３０８１ 
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さいたま市告示第９１３号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市北区日進町三丁目７７４番１、奈良町３番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビルディング５階 
 株式会社 OS プラットフォーム 

代表取締役 金子 洋文 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０５０号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０５０号  
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さいたま市告示第９１４号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市北区今羽町７０４番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ５ 年 ４ 月 ２ １ 日 
 第変‐Ｎ２０２２０８５号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０８５号  
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さいたま市告示第９１５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市西区大字二ツ宮字武久田３８２番５、３８２番６、３８２番９ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０５６号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０５６号  
  



 

さいたま市告示第９１６号 

さいたま市の発注する「領家保育園中規模修繕（電気設備）工事」ほか１３件の一般競争入札につ

いて、次のとおり公告する。 

令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書
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比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお
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いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 
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契約整理番号 ０５－１４５３－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 領家保育園中規模修繕（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市浦和区領家７丁目１４番１６号 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月２４日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 構内情報通信網設備工事一式 構内交換

設備工事一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事一式 テレビ共同受信設備

工事一式 監視カメラ設備工事一式 防犯・入退室管理設備工事一式 自動火災

報知設備工事一式 既存設備撤去工事一式 

予定価格（税込） ３２，１６４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「領家保育園中規模修繕（建築）工事」の落札候補者が決まらないときは、本

件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
・「領家保育園中規模修繕（機械設備）工事」の落札候補者が決まらないとき

は、開札後であっても本件入札を中止する。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－４４６５－８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５主要地方道さいたまふじみ野所沢線） 
工事場所 さいたま市中央区本町西６丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月１５日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 127.6m 幅員 6.60～10.00m 舗装工 路面

切削（切削深さ t＝5 ㎝）196 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12 ㎝）1240

㎡ 基層 1240 ㎡ 表層 1440 ㎡ 区画線工一式 道路付属施設工一式 付帯工一

式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 無 

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 

契約整理番号 ０５－３３７９－２ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 浦和西口停車場線電線共同溝整備工事（２工区） 

工事場所 さいたま市浦和区高砂２丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年１１月３０日まで 

概要 延長 87m 開削土工一式 管路延長 （電力）79m （通信）82m 特殊部 1 基 

分岐桝 1 基 仮設工一式 舗装工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、北区又は見沼区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 

令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区東高砂町２５番２号 

さいたま市都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所 

電話 ０４８－８８２－０２４２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－２７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１３６０号線外） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字上野地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月１７日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 328.9m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構

造物工 長尺 U 形側溝（深 300）516m 角型集水桝（深 550、650）6 箇所 長尺

U 形側溝用集水桝（深 700）1 箇所 舗装工 表層（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝

）1620 ㎡ 上層路盤（RM-40）162 ㎡ 下層路盤（RC-40）162 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は南区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－２８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道３０８５８号線外） 
工事場所 さいたま市大宮区大成町３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 585.5 m 幅員 4.0～10.5m 舗装工【夜間】 

切削オーバーレイ工 （平均切削厚 5 ㎝、再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）584 ㎡ 

（平均切削厚 12 ㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）851 ㎡ 路面切削工（平均切

削厚 5 ㎝）1790 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2640 ㎡ 付帯工

【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－２９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（北Ｒ５一般県道大野島越谷線）大野島工区 
工事場所 さいたま市岩槻区大字大野島地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月２９日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 301.7 m 幅員 5.1m～6.7m 舗装工【夜間】 

路面切削工（平均切削深さ t＝5 ㎝）69 ㎡ 切削オーバーレイ工（平均切削深さ

t＝12 ㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）1730 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-

20、t＝5 ㎝）1790 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－３０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道１２７５号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字徳力地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月１０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 203 m 幅員 6.0m 道路土工一式 排水構造

物工 長尺 U 型側溝（300 型）373m 長尺 U 字溝用集水桝 1 箇所 角型集水桝（

□500）4 箇所 舗装工 下層路盤（RC-40、t＝19 ㎝）117 ㎡ 上層路盤（RM-

40、t＝15 ㎝）117 ㎡ 表層（再生密粒度 As-20、t＝5 ㎝）986 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－１４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 ゾーン３０プラス整備工事（北区日進町２丁目外地区） 
工事場所 さいたま市北区日進町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月２９日まで 
概要 工事面積 60ha 区画線設置 （実線 15 ㎝）3970m （ゼブラ 45 ㎝）31m （破

線 30 ㎝）14m （矢印・記号・文字 15 ㎝換算）1265m （緑色）280 ㎡ （赤色

）56 ㎡ 区画線消去 74m 道路付属物工一式 構造物撤去工一式 舗装工 車道

舗装 240 ㎡ 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－１５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 ゾーン３０プラス整備工事（西区西大宮４丁目地区） 
工事場所 さいたま市西区西大宮４丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月２９日まで 
概要 工事面積 37ha 区画線設置 （実線 15 ㎝）4290m （ゼブラ 45 ㎝）9m （破線

30 ㎝）30m （破線 45 ㎝）27m （矢印・記号・文字 15 ㎝換算）782m （緑色

）450 ㎡ （赤色）5 ㎡ 区画線消去 削り取り式 40m 付帯工一式 仮設工一

式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 塗装工事業 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の塗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－１７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立桜山中学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺６８４番地１ 
履行期間 令和５年７月１０日から令和５年１１月８日まで 
概要 １～４階男女便所改修工事 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級。ただし、Ａ級については、当該業種で令和３年度又

は令和４年度のさいたま市優秀建設工事業者表彰を受賞していること又は令和３

年１月１日から令和４年１２月３１日までの間に工事完成検査を受けた当該業種

の「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が７６点

以上であること（該当者については、本工事の入札情報公開システムに掲載する

「令和５年度建設工事の発注標準及び発注標準優秀施工者について」を参照する

こと。）。 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（発注者指定方式）」の対象案

件である。 
・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－１８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立桜木中学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市大宮区桜木町４丁目２１９番地 
履行期間 令和５年７月１０日から令和５年１１月２２日まで 
概要 １～４階男女便所改修工事 

予定価格（税込） ８９，４６３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（発注者指定方式）」の対象案

件である。 
・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－１６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 見沼小学校屋上防水・外壁改修工事 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮２丁目４５番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 管理・普通教室棟（１－１、１－２棟）の屋上防水・外壁等改修工事 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２８ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－２２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立大宮八幡中学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸３５７番地 
履行期間 令和５年７月１０日から令和５年１１月８日まで 
概要 １～３階男女便所改修工事 

予定価格（税込） ５８，７７３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（発注者指定方式）」の対象案

件である。 
・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３６５－２６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（北Ｒ５市道３０３６７号線外） 
工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月１日まで 
概要 延長 430.0m 幅員 4.0m～8.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（

300×300、300×400）793m 横断暗渠（300×300、300×240）25m 角形集水桝

（□500×深 650、□500×深 550）8 基 舗装工 下層路盤（RC-40）256 ㎡ 上

層路盤（RM-40、C-30）256 ㎡ 不陸整正（RM-40、C-30）2237 ㎡ 表層 （再生

密粒度 As、t＝5 ㎝）1250 ㎡ （透水性 As、t＝5 ㎝）987 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６年１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第９１７号 
さいたま市の発注する「常盤小学校外壁改修工事」ほか４件の一般競争入札について、次のとおり

公告する。 

令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書
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比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。）

がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして取

扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 
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(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２年さいたま市制定）及

び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

別表  
対象工事 ア 常盤小学校外壁改修工事 

イ さいたま市立神田小学校便所改修工事 

ウ 本庁舎本館及び別館等屋上防水改修工事 

エ 川通中学校外壁改修工事 

オ さいたま市立木崎中学校便所改修工事 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ、ウ、エ及びオの入札は無

効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウ、エ及びオの入札は無効

とする。 

・対象工事ウの落札候補者が行った対象工事エ及びオの入札は無効とす

る。 

・対象工事エの落札候補者が行った対象工事オの入札は無効とする。 

 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－１５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 常盤小学校外壁改修工事 
工事場所 さいたま市浦和区常盤９丁目３０番９号 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２２日まで 
概要 普通教室棟（１２棟）、昇降所棟（１３－１棟）の外壁改修工事・建具改修工事

等 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２８ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－１９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立神田小学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市桜区大字神田５４１番地１ 
履行期間 令和５年７月３日から令和５年１１月１７日まで 
概要 １～４階男女便所改修工事 みんなのトイレ新設工事 内部・外部スロープ改修

工事 

予定価格（税込） ２０５，３７０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（発注者指定方式）」の対象案

件である。 
・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－１１６２－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 本庁舎本館及び別館等屋上防水改修工事 
工事場所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 さいたま市役所本庁舎の本館高層棟、低層棟、別館、ギャラリー、サロンの屋

上、バルコニー及び屋根等の屋上防水工事 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２８ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－２１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 川通中学校外壁改修工事 
工事場所 さいたま市岩槻区大字長宮４３５番地 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２８日まで 
概要 １７、２０、２１、２２棟の外壁改修工事 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はウの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２８ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－２０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立木崎中学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市浦和区瀬ヶ崎２丁目１７番１号 
履行期間 令和５年７月１０日から令和５年１１月８日まで 
概要 １～５階男女便所改修工事 １、２階みんなのトイレ新設工事 

予定価格（税込） １４０，３６０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（発注者指定方式）」の対象案

件である。 
・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア、ウ又はエの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又

は中止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

さいたま市告示第９１８号 
さいたま市の発注する「下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ５－１０２）」ほか３件の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）

を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 
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ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札
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候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
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各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０５－４４８７－６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ５－１０２） 
業務場所 さいたま市緑区大字中尾地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 実施設計 開削（内径 1200 ㎜未満）4610m 推進（刃口・小口径）70m 測量業

務 現地測量 0.047k ㎡ 

予定価格（税込） ４０，６２３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後３時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が２人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－４７６２－８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 北消防署植竹出張所中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市北区植竹町１丁目８２０番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延べ面積 1285.00 ㎡ ＲＣ造 建築設計（実施設計） 設備設計（実施設計） 

予定価格（税込） ２１，３９９，４００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後３時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／事務所及び庁舎 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

契約整理番号 ０５－２３７３－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 宮原児童センター大規模改修工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市北区宮原町４丁目６６番地１３ 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延べ面積 448.01 ㎡ Ｓ造 地上２階建て 建築設計（実施設計） 設備設計（

実施設計） 

予定価格（税込） １３，９０８，４００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後４時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／医療及び社会福祉施設 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－４７６２－１０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 既存防火水槽長寿命化工事に伴う詳細設計業務（Ｒ５） 
業務場所 さいたま市西区大字清河寺地内外２か所 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 設計業務 防火水槽補強・補修設計一式 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１日（木）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月７日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月８日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／上水道及び工業用水道 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月３１日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月５日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目１番２８号 
さいたま市消防局総務部消防施設課 
電話 ０４８－８３３－７９５４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第９１９号 
さいたま市の発注する「与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置工事実施設計業務」ほか２

件の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 
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ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補
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者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

 (2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以

上あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知す

る。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

 (5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象業務については別表により定める。 

イ 一つの対象業務の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。

）がした当該対象業務の後に開札される他の対象業務の入札は無効とし、辞退したものとし

て取扱う。 

ウ 一つの対象業務の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者と

しない。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業

務ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定

共同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注

図書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっ

ては書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに
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ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(7) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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別表  
対象業務 ア 与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置工事実施設計業務 

イ 南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター中規模修繕工事実施設 

計業務 

ウ 大古里公民館中規模修繕工事実施設計業務 

概要 ・対象業務アの落札候補者が行った対象業務イ及びウの入札は無効とす

る。 

・対象業務イの落札候補者が行った対象業務ウの入札は無効とする。 
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契約整理番号 ０５－５５５３－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市中央区本町西１丁目１４番１２号 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延べ面積 661.32 ㎡ ＲＣ造 地上３階建て エレベーター設置工事に係る増築

面積 30.41 ㎡ 建築設計（実施設計） 設備設計（実施設計） 

予定価格（税込） ２０，７９６，６００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後３時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／集会場・コミュニティセンター 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 ・設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

・本業務に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－５５５３－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市南区大谷場２丁目６番２５号 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延べ面積 1495.66 ㎡ ＲＣ造 地上３階建て 建築設計（実施設計） 設備設計

（実施設計） 

予定価格（税込） １８，２８２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後３時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／集会場・コミュニティセンター 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 ・設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

・本業務に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－５５５３－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 大古里公民館中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市緑区大字三室２６１４番地２ 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延べ面積 1250.18 ㎡ ＲＣ造 地上２階建て 建築設計（実施設計） 設備設計

（実施設計） 

予定価格（税込） １５，５２４，３００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年５月３０日（火）午前９時から 

令和５年６月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２日（金）午前９時から 

令和５年６月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月６日（火）午後３時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／集会場・コミュニティセンター 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２２日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２２日（月）午前９時から 
令和５年５月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 ・設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

・本業務に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第９２０号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 

・市県民税（普通徴収） 督促状 
・固定資産税・都市計画税 督促状 
・国民健康保険税（普徴） 督促状 

２ 送達を受ける者の氏名・名称 
別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 
⑴ 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
⑵ 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４ 
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さいたま市告示第９２１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市中央区大戸一丁目４１番１、４１番３、４１番４、４１番５、４１番６、４１番７、

４１番８、４１番９、４１番１０、４１番１１、４１番１２、４１番１３、４１番１４、４１番

１５、４１番１６、４１番１７、４１番１８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神奈川県横浜市中区住吉町四丁目４５番地１ 関内トーセイビルⅡ６階 
株式会社レーベンホームビルド 代表取締役 有田 卓二 

３ 許可番号 
 令和５年４月４日 
 第 変‐Ｓ２０２２０６６ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年５月１９日 
 第 完‐Ｓ２０２２０６６ 号 
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さいたま市告示第９２２号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和５年５月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 名 称 ビバホーム浦和さいど店 
 所在地 さいたま市緑区道祖土二丁目９番２２号 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 有限会社オーケイエム 

代表者氏名 代表取締役 岡村 利充 

住   所 さいたま市緑区道祖土三丁目３番３２号 

⑶ 変更した事項 
（ア）大規模小売店舗の設置者 
 （変更前） 

名   称 株式会社ビバホーム 
代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 
住   所 さいたま市浦和区上木崎一丁目１３番１号 
（変更後） 
名   称 有限会社オーケイエム 
代表者氏名 代表取締役 岡村 利充 
住   所 さいたま市緑区道祖土三丁目３番３２号 

（イ）大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名 
（変更前） 

名   称 株式会社ビバホーム 
代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 
住   所 さいたま市浦和区上木崎一丁目１３番１号 

（変更後） 
名   称 アークランズ株式会社 
代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 
住   所 新潟県三条市上須頃４４５番地 

⑷ 変更の年月日 
（ア）令和３年５月２８日 
（イ）令和４年９月１日 

⑸ 変更する理由 
（ア）設置者の錯誤のため 
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（イ）名称及び住所に変更が生じたため 
２ 届出年月日 

 令和５年５月８日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和５年５月２３日から令和５年９月２５日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 浦和区役所区民生活部地域商工室 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）６１７９ 
  FAX ０４８（８２９）６２３５ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 

令和５年５月２３日から令和５年９月２５日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８ 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 
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さいたま市告示第９２３号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和５年５月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 名 称 スーパービバホーム岩槻店 
 所在地 さいたま市岩槻区府内三丁目１２７５－１ 他 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 アークランズ株式会社 

代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 

住   所 新潟県三条市上須頃４４５番地 

⑶ 変更した事項 
大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
（変更前） 
名   称 株式会社ビバホーム 
代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 
住   所 さいたま市浦和区上木崎一丁目１３番１号 

 （変更後） 
名   称 アークランズ株式会社 
代表者氏名 代表取締役 坂本 晴彦 
住   所 新潟県三条市上須頃４４５番地 

⑷ 変更の年月日 
令和４年９月１日 

⑸ 変更する理由 
吸収合併により小売業者の名称及び所在地に変更が生じたため 

２ 届出年月日 

 令和５年５月８日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和５年５月２３日から令和５年９月２５日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 岩槻区役所観光経済室 
 住所 さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 
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 電話 ０４８（７９０）０１１８ 
  FAX ０４８（７９０）０２６０ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 

令和５年５月２３日から令和５年９月２５日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８ 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 
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さいたま市告示第９２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和５年５月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 
 ・ 宿第二自治協力会 

２ 変更した事項 

⑴ 代表者の氏名及び住所 （省略） 

⑵ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地 （省略） 

⑶ 区域 別紙添付の『太線内「宿区自治協力会」区域』のとおり（別紙省略） 

３ 変更年月日  

 ・ 令和５年４月３０日 

４ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 
⑵ 電話 ０４８（７１２）１１３１ 
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さいたま市告示第９２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和５年５月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 
 ・ 三室おぶさと住宅自治会 

２ 変更した事項 

⑴ 目的 

 この会は、その地域における住民相互の連絡、環境の整備、自治会館の維持管理等、良好な地域 

社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 

⑵ 区域 

 この会の区域は、下記に定める区域とする。 

 さいたま市緑区大字三室６３６番１から１５１ 

さいたま市緑区大字三室６４６番２から１０ 

さいたま市緑区大字三室７４５番４から１０ 

さいたま市緑区大字三室７５０番２から４ 

さいたま市緑区大字三室７６５番２から５ 

さいたま市緑区大字三室７６８番２から７ 

さいたま市緑区大字三室８０９番３から１０ 

さいたま市緑区大字三室２４０４番２、５、１１、１２、２０ 

３ 変更年月日  

 ・ 令和５年２月２６日 

４ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 
⑵ 電話 ０４８（７１２）１１３１ 
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さいたま市告示第９２６号 

さいたま市立病院作業環境測定業務（職員安全衛生）について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和５年５月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立病院作業環境測定業務（職員安全衛生） 

⑵ 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和５年６月１２日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の業種で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 令和２年４月１日以降、病院における作業環境測定業務を年間契約で１件以上締結し、確実に

履行した実績（元請に限る。）を有している者であること。 

⑸ 本入札の告示日において、本市内に本店または支店を有している者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を１部交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 佐々木 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年５月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年６月２日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和５年６月７日（水）までにさいたま市保健衛生

局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月８日（木）午前１０時００分 

イ 場所 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階アッセンブリーホール 

⑶ 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

⑷ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑸ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑹ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

⑺ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑻ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 

令和５年６月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

⑵ 場所 

７⑵イに同じ 

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部病院施設管理課 
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電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

１６ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９２７号 

さいたま市全自動化学発光酵素免疫測定システム賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 

令和５年５月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市全自動化学発光酵素免疫測定システム賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「医療機器レンタル等」で

登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

担当 臨床微生物係 電話 ０４８（８４０）２２５５ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月２１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月２６日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月４日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市健康科学研究センター３階会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

⑷ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月４日（火）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６⑵イに同じ 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

電話 ０４８（８４０）２２５５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９２８号 

さいたま市超低温フリーザー賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年５月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市超低温フリーザー賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年１２月１日から令和１１年１１月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

担当 臨床微生物係 電話 ０４８（８４０）２２５５ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月２１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月２６日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月４日（火）午前１０時１５分 

イ 場所 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市健康科学研究センター３階会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

令和５年７月４日（火）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６⑵イに同じ 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課 

電話 ０４８（８４０）２２５５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健衛生局健康科学研究センター保健科学課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９２９号 

さいたま市子ども家庭総合センター構内電話交換機設備賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 
  令和５年５月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市子ども家庭総合センター構内電話交換機設備賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和５年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で

登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 告示日から起算し、過去２年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同規模の

契約を２件以上にわたって締結していること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

   さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務 

 課 

担当 管理・総合相談係 電話 ０４８（７１１）１９８６ 

⑵ 交付期間 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

告示の日から令和５年６月１３日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１９日（月）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 
   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
   単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年６月２７日（火）午後１時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター４階会議室１ 
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⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２７日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
   さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務 

 課 
電話 ０４８（７１１）１９８６ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

   要 
⑶ 議決の要否 

   否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課及びホームページにお

いて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９３０号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。 
令和５年５月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
  



令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

学校法人　羽鳥学園 双葉幼稚園 さいたま市浦和区 岸町３丁目３‐１４ 令和元年9月13日 幼稚園(私学助成)
預かり保育事業(在園児を対象)

満たさない

令和5年4月1日 満たす

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。
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さいたま市告示第９３１号 

さいたま市行政情報検索システム更改業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 
令和５年５月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市行政情報検索システム更改業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 過去５年間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体において、同種業務の契約を締結

し、履行した実績があることを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部行政透明推進課 
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担当 情報提供係 電話 ０４８（８２９）１１１７ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月９日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１５日（木）午前９時から午後５時まで 

 ⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
ア 郵送（一般書留又は簡易書留等）による提出とする。 
イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 
ウ ６⑴、⑵及び入札説明書の規定に反して提出された入札書は、無効とする。 

⑵ 入札書の到達期限及び送付先 
ア 到達期限 
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令和５年６月２２日（木） 
イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部行政透明

推進課 
⑶ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２７日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室 

⑷ 開札への立会い 
  入札者又はその代理人は、事前に申請した場合に限り、開札時に立ち会うことができる。 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 ⑹ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑺ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑻ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条及びさいたま市業務委託郵便入札執行要領第８条の規定に該当す

る入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課 
電話 ０４８（８２９）１０８３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３ 

⑽ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部行政透明推進課 
電話 ０４８（８２９）１１１７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 
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⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局総務部行政透明推進課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９３２号 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例整備基準マニュアル改定業務について、次のと 
おり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。

）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年５月２５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例整備基準マニュアル改定業務 
⑵ 履行場所 

さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
⑶ 業務概要 

入札説明書及び仕様書のとおり 
⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和６年３月２５日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「計画策定」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 令和３年度以降に国又は地方公共団体と「バリアフリー」「まちづくり」に関するガイドライ

ン・計画等の策定・改定、調査等の契約実績が２件以上あることを証明した者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
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担当 地域福祉係 電話 ０４８（８２９）１２５４ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月８日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
告示の日から令和５年６月８日（木）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 
⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月１２日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和５年６月１５日（木）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月１５日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

 ⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９３３号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字釣上新田字中１３８４番４ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日  
  第開‐Ｎ２０２２０９９号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ４ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０９９号 
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さいたま市告示第９３４号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年５月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 

交付要求通知書 
２ 送達を受ける者の氏名・名称 
   （省略） 
３ その他 

⑴ 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
⑵ 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
⑴  担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 
⑵  電話 ０４８（６４６）３０８１ 
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さいたま市告示第９３５号 
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定によ

り、農用地利用集積計画を定めたので、別紙のとおり公告します。 
令和５年５月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
別紙のとおり（別紙省略） 

  



 

 

さいたま市告示第９３６号 
 令和５年５月１日さいたま市告示第８２３号において公告した一般競争入札について、次のとおり中止

したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公示

する。 
 
  令和５年５月２５日 

 
                          さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 
 ⑴ 契約整理番号 ０５－４７６２－３ 
 ⑵ 工事名 既存防火水槽長寿命化工事（Ｒ５） 
 ⑶ 工事場所 さいたま市見沼区堀崎町地内外２か所 
 
２ 中止とした理由 
  設計図書に見直しの必要が生じたため。 
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さいたま市告示第９３７号 

さいたま市区ガイドマップ作成業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 
 
 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市区ガイドマップ作成業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月１５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」で登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 過去５年以内に、本市又は他市町村を契約相手方とする地図作成に係る契約実績（同一契約 

で５，０００部以上に限る。）を有する者 

イ 過去５年以内にさいたま市区ガイドマップ作成業務に係る契約実績を有する者 

３ 仕様書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、さいたま市区ガイドマップ作成業務仕様書等１部を交付する

ものとする。なお、郵送による交付を希望する場合は、担当まで連絡すること。その場合の郵送料

は、本入札参加希望者の負担とする。 
⑴ 交付場所 

公印 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 鈴木、加治 電話 ０４８（８２９）１８３４ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月２１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 質問の受付及び回答 

本入札の業務等に質問のある場合は、次のとおり電子メールにより受け付けるものとする。質問

の書式は自由とするが、質問事項は電子メールの本文にテキストで記述すること。 

⑴ 受付先 

電子メールアドレス kusei-suishin@city.saitama.lg.jp 

電子メールの表題は「区ガイドマップに関する質問」とすること。 

⑵ 受付期間 

本告示日から令和５年６月１４日（水）正午まで 

⑶ 回答方法等 

令和５年６月１５日（木）までに仕様書を交付した全ての業者に対して回答するものとする。 

なお、質問した業者名は非公開とし、電子メールで回答するので、３の仕様書等の交付の際に、

回答の送付を希望する電子メールアドレスを伝えること。 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ ２⑷アを証明する契約書の写し及び成果物 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２９日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
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郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

７ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けたものは、令和５年６月３０日（金）午後４時までにさ

いたま市市民局区政推進部に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

８ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。広告の掲載で得られた収入は受託者のものとし、広告収入を差し引いた金額を記

入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときには、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書に添付する書類 

入札書には、広告収入のわかる収支計画書、企画編集に含まれる主な業務名とその費用及び印

刷製本に係る単価が確認できる内訳書を添付すること。 

⑶ 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない

者は、入札に参加できない。 

⑷ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑸ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の確認通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑹ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑺ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年７月６日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室 

⑻ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑼ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑽ その他 
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ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑾ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月６日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

８⑺イに同じ 

⑿ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⒀ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⒁ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

９ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１０ その他 

⑴ 本契約に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 提出された書類は、返却しない。 

⑷ 本入札の手続きに係る一切の経費は、入札参加者の負担とする。 

⑸ 提出された各資料は、特別な事情がない限り再提出は認めない。 
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さいたま市告示第９３８号 
さいたま市ひとり親家庭等就業支援講習会事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ひとり親家庭等就業支援講習会事業業務 

⑵ 履行場所 
業務委託先 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年７月３日から令和６年３月２９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」内の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者

であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 告示の日から過去２年の間、国又は地方公共団体において、パソコン教室、就業支援セミナー

及びその他同様の事業について、適切に実施した実績を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 
担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月９日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１３日（火）午前９時から午後４時まで 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２０日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階 第３会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和５年６月２０日（火）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６⑵イに同じ 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども政策課 
電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 
電話 ０４８（８２９）１２７０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９３９号 

さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ひとり親家庭等医療事務講座業務 

⑵ 履行場所 
業務委託先 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年７月３日から令和６年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」内の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 告示の日から過去２年の間、医療事務講座を適切に実施した実績を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月９日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１３日（火）午前９時から午後４時まで 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２０日（火）午前１１時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階 第３会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２０日（火）入札終了後、直ちに行う。 
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イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども政策課 
電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課 
電話 ０４８（８２９）１２７０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４０号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和５年５月１９日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

⑶ 大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
⑷ 岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計５２台 
６ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵ 電話 ０４８（６５２）８８１２ 
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さいたま市告示第９４１号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字植田谷本字金谷４００番１、４００番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 
一建設株式会社 
代表取締役 堀口 忠美 

３ 許可番号 
令和５年３月２４日  
第開－Ｎ２０２２１７４号 

４ 検査済証番号 
令和５年５月２５日 
第完－Ｎ２０２２１７４号 
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さいたま市告示第９４２号 

さいたま市立三橋小学校校舎解体改築に伴う地盤変動影響事後調査業務について、次のとおり一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立三橋小学校校舎解体改築に伴う地盤変動影響事後調査業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区三橋２－２０外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年１０月３１日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「補償コンサルタント」の業務分類「事業損失」で登載

され、かつ、本市内に本店又は本誌と契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であ

ること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 
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⑹ 国、地方公共団体において、過去１０年以内に同種同業務を契約し、誠実に履行した実績を有

している者であること。 
３ 仕様書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097338.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097338.html
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６ 仕様書等に関する質問及び回答 
⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 
３⑴アに同じ 

イ 受付期間 
３⑵に同じ 

ウ 提出方法 
４⑷に同じ 

⑵ 質問に対する回答 
ア 公表場所 

３⑴アに同じ 
イ 公表日時 

５⑵に同じ 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館１階第１会議室 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑷イに同じ 

⑺ 入札回数 
ア 再度入札は、１回までとする。 
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イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 
⑻ 最低制限価格 

設定しない。 
⑼ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑽ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑾ その他 
ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 
電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

１０ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４３号 

さいたま市立植水小学校リフレッシュ基本計画策定業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立植水小学校リフレッシュ基本計画策定業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区大字中野林２２５－１ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２２日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建築関連コンサルタント」内の業務分類「学校施設」

で登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

⑹ 平成２５年度以降、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される学校（ただし、
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幼稚園を除く。）の用に供される延べ面積２，０００㎡以上の建物の増築又は改築の基本計画、

基本又は実施設計業務を元請として完成させた実績を有する者（共同企業体としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）であること。 
⑺ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

３ 仕様書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097409.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 
⑶ その他 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097409.html
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郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時１５分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館１階第１会議室 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑷イに同じ 
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⑺ 入札回数 
ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 

⑻ 最低制限価格 
設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑼ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑽ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑾ その他 
ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 
電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

１０ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４４号 

さいたま市立日進小学校リフレッシュ工事基本設計業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立日進小学校リフレッシュ工事基本設計業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市北区日進町２－９１１ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２２日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建築関連コンサルタント」内の業務分類「学校施設」

で登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

⑹ 平成２５年度以降、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される学校（ただし、
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幼稚園を除く。）の校舎の用に供される建物の増築又は改築の基本又は実施設計業務（ただし、

増築又は改築に係る設計業務にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積２，０００

㎡以上であること。）を元請として完成させた実績を有する者（共同企業体としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）であること。 
⑺ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

３ 仕様書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097410.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097410.html
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⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館１階第１会議室 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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７⑷イに同じ 
⑺ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 

⑻ 最低制限価格 
設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑼ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑽ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑾ その他 
ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 
電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

１０ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４５号 

さいたま市立三橋中学校リフレッシュ工事基本設計業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立三橋中学校リフレッシュ工事基本設計業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区三橋１－１３００ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２２日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建築関連コンサルタント」内の業務分類「学校施設」

で登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

⑹ 平成２５年度以降、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される学校（ただし、
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幼稚園を除く。）の校舎の用に供される建物の増築又は改築の基本又は実施設計業務（ただし、

増築又は改築に係る設計業務にあたっては、当該増築又は改築部分について延べ面積３，５００

㎡以上であること。）を元請として完成させた実績を有する者（共同企業体としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）であること。 
⑺ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

３ 仕様書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097411.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p097411.html
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⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑷ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時４５分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館１階第１会議室 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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７⑷イに同じ 
⑺ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 

⑻ 最低制限価格 
設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑼ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑽ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑾ その他 
ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 
電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

１０ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４６号 

さいたま市立美園北小学校仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 
さいたま市立美園北小学校仮設校舎賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市緑区美園２－１２－１１ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和１１年３月３１日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事等）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳ級で登載され、かつ、本市内に

本店、支店又は営業所を有している者であること。 
⑵  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成 

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を

取り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を

取り消されていない場合を除く。 

⑹ 法人の登記において、不動産の取引、不動産の賃貸借又は土地建物の賃貸借を業務とする記載
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がある者であること。 

⑺ 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 
⑻ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置

する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 
⑼ 平成２５年度以降、学校施設において、延べ面積１，５００㎡以上の賃貸借契約における校舎

施工の実績がある者であること。  
３ 仕様書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097407.html 

⑵  交付期間 
告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097407.html
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⑵ 交付日時 
令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認等 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。また、代理人により入札する場合は、 

  委任状を提出すること。 

⑶ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

７⑷イに同じ 
⑹ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 入札の辞退 
一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。 
⑻ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑼ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９４７号 

さいたま市立原山小学校改築工事に伴う仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立原山小学校改築工事に伴う仮設校舎賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市緑区原山１－３０－１２ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和９年９月３０日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事等）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳ級で登載され、かつ、本市内に

本店、支店又は営業所を有している者であること。 
⑵  次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けてい

る期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を

取り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を

取り消されていない場合を除く。 

⑹ 法人の登記において、不動産の取引、不動産の賃貸借又は土地建物の賃貸借を業務とする記載
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がある者であること。 
⑺ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置する

技術者は、参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 
⑻ 平成２５年度以降、学校施設において、延べ面積１，５００㎡以上の賃貸借契約における校舎

施工の実績がある者であること。  
３ 仕様書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097408.html 
⑵  交付期間 

告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097408.html
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加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。また、代理人により入札する場合は、 

委任状を提出すること。 

⑶ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前９時４５分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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７⑷イに同じ 
⑹ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 入札の辞退 
一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。 
⑻ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑼ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
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さいたま市告示第９４８号 

さいたま市立本太中学校改修工事に伴う仮設校舎賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 
さいたま市立本太中学校改修工事に伴う仮設校舎賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区領家１－４－１５ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（建設工事等）

（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳ級で登載され、かつ、本市内に

本店、支店又は営業所を有している者であること。 
⑵  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取

り消されていない場合を除く。 

⑹ 法人の登記において、不動産の取引、不動産の賃貸借又は土地建物の賃貸借を業務とする記載



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

がある者であること。 
⑺ 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す

る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。なお、専任で配置す

る技術者は、参加申請日以前に恒常的に３か月以上の雇用関係にある者であること。 
⑻ 平成２５年度以降、学校施設において、延べ面積３，０００㎡以上の賃貸借契約における校舎

施工の実績がある者であること。  
３ 仕様書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097374.html 

⑵  交付期間 
告示の日から令和５年６月１５日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 仕様書等に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年６月２８日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p097374.html
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加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。また、代理人により入札する場合は、 

委任状を提出すること。 

⑶ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年７月５日（水）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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７⑷イに同じ 
⑹ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 入札の辞退 
一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。 
⑻ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑼ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

９ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
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さいたま市告示第９４９号 
第４６条第１項本文に規定する指定を次のとおり指定したので、第８５条第１項第１号により告示

する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ むさしのケア 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町 4 丁目 80 番地 かわすみビル 3F-A 
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   株式会社トライアド 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町 4 丁目 80 番地 かわすみビル 3F-A 
オ 代表者   代表取締役  篠﨑 雄作 
カ 指定番号  1176520482 
キ 指定年月日 令和 5 年 5 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 
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さいたま市告示第９５０号 
さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例（平成１４年さいたま市条例第１０４号）第２１条

第１項に規定する土砂搬入禁止区域を次のとおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。 
令和５年５月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した区域 

さいたま市岩槻区大字笹久保字前田１４３５番１、１４３６番及び１４３７番 
２ 指定した期間 

令和５年５月２６日から令和５年１１月２５日まで 
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さいたま市告示第９５１号 

さいたま市立浦和高等学校職員室複写機賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立浦和高等学校職員室複写機賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市浦和区元町１－２８－１７ さいたま市立浦和高等学校職員室内 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年７月１日から令和１０年６月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月９日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 
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無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１３日（火）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。賃借料、保守料（トナーなどの消耗品を含む）、機器の搬入・搬出などに関する

一切の諸経費と年間の使用予定枚数から１枚あたりの使用料を算出し、１枚あたりの使用料の見

積単価に基づき５年間の合計金額を算出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月１６日（金） 午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月１６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９５２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大字三室字西宿１２６３番１、１２６３番１３、１２６３番１４、１２６３番１

５、１２６４番２、１２６４番４、１２６８番３、１２６８番４ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

越谷市南越谷一丁目２１番地２ 
株式会社中央住宅 代表取締役 品川 典久 

３ 許可番号 
 令和５年４月７日 
 第 開‐Ｓ２０２２０９９ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年５月２６日 
 第 完‐Ｓ２０２２０９９ 号 

  



 

さいたま市告示第９５３号 

さいたま市の発注する「（仮称）辻第２放課後児童クラブ改修工事」ほか８件の一般競争入札につ

いて、次のとおり公告する。 

令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書
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比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお
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いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行
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うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 
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契約整理番号 ０５－１４５０－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 （仮称）辻第２放課後児童クラブ改修工事 
工事場所 さいたま市南区辻６丁目３番２８号 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月２０日まで 
概要 辻小学校１階の普通教室を放課後児童クラブへ改修 改修延べ面積約 64.8 ㎡ 

２階学年活動室を普通教室へ改修 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後３時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級又はＢ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－５２０８－６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立尾間木小学校（２５－１、－２・３８棟）リフレッシュ改修（機械

設備）工事 
工事場所 さいたま市緑区東浦和８丁目１１番地５ 
履行期間 契約確定の日から令和７年２月２８日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 衛生器具設備工事一式 給水設備工

事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 消火設備工事一式 ガス設備工

事一式 既存設備撤去工事一式 
予定価格（税込） １２５，０７０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月６日（火）午前９時から 

令和５年６月８日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月 ９日（金）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１３日（火）午後３時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ５日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月８日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８４０ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－４４６５－９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５一般国道４６３号バイパス）本太工区 
工事場所 さいたま市浦和区本太３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月６日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 290.0m 幅員 7.1m 舗装工 路面切削 22 ㎡ 

切削オーバーレイ 2030 ㎡ 表層 2050 ㎡ 区画線工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－１６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道３１２７号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字真福寺地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 延長 198m 幅員 4.0～5.0m 舗装工 下層路盤 594 ㎡ 上層路盤 597 ㎡ 基層 5

㎡ 表層 597 ㎡ 排水構造物工 側溝工 413m 集水桝工 6 箇所 暗渠工 8m 付

帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は桜区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－１７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 交差点改良工事（一般県道大谷本郷さいたま線外１路線） 
工事場所 さいたま市西区三橋６丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月３０日まで 
概要 延長 118.5m 道路土工一式 舗装工 車道舗装 591 ㎡ 歩道舗装 354 ㎡ 街渠

工 街渠 53m 歩車道境界ブロック 41m 排水構造物工 街渠縦断管 52m 集水

桝 11 箇所 道路付属物施設工一式 区画線工一式 構造物撤去工一式 仮設工

一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４３５６－１３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 歩道整備工事（市道２２５７４号線外１路線） 
工事場所 さいたま市大宮区北袋町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月３１日まで 
概要 延長 320m 舗装工 （歩道）379 ㎡ （車道）971 ㎡ 構造物撤去工一式 道路

土工一式 付帯工一式 区画線工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－５２０９－２３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 東浦和中学校防球ネット嵩上げ工事 
工事場所 さいたま市緑区大字中尾１２０７番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月２０日まで 
概要 東浦和中学校校庭西側の既存防球ネット撤去及び新設工事 
予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１６日（金）午前９時から 

令和５年６月１９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月２０日（火）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完 

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って 

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす 

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月１２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（発注者指定方式）である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２８ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

 
契約整理番号 ０５－４４５６－５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 歩道改良工事（市道Ｈ５５号線） 
工事場所 さいたま市浦和区元町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２９日まで 
概要 延長 1.1km 歩道幅員 2.3m 道路土工一式 舗装工 （車道）3650 ㎡ （歩道

）651 ㎡ 縁石工 歩車道境界ブロック 456m 地先境界ブロック 3m 排水構造

物工 街渠縦断管 409m スリット蓋 281m グレーチング蓋 11 枚 横断暗渠 27m 

街渠桝 15 箇所 区画線工一式 道路付属物設置工一式 構造物撤去工一式 

予定価格（税込） ８６，５２６，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１５日（木）午前９時から 

令和５年６月１９日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２０日（火）午前９時から 

令和５年６月２１日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月２２日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月１４日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１９日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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契約整理番号 ０５－４３８７－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第９－１処理分区下水道工事（北建－Ｒ５－１０１０） 
工事場所 さいたま市見沼区染谷１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 延長 969.9m 管きょ工 開削（φ200、硬質塩ビ管）946.7m 圧入二工程推進（

φ200、低耐）23.2m マンホール工 組立１号マンホール 26 箇所 組立楕円マ

ンホール 12 箇所 小型マンホール 3 箇所 ライナープレート内特殊１号マンホ

ール 1 箇所 取付管工 取付管 36 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月１５日（木）午前９時から 

令和５年６月１９日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月２０日（火）午前９時から 

令和５年６月２１日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月２２日（木）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月１４日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１９日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課 
電話 ０４８－６４６－３２６３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第９５４号 
さいたま市の発注する「下水道事業耐震実施設計業務（南再－Ｒ５－５５５）」ほか３件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）

を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 
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ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札
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候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項
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各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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契約整理番号 ０５－４４８４－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業耐震実施設計業務（南再－Ｒ５－５５５） 
業務場所 さいたま市浦和区常盤６丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 耐震実施設計 管更生工法 （内径 800mm 未満）3099m （内径 800 ㎜以上）

382m 既設マンホールの耐震化 26 箇所 

予定価格（税込） ２１，２５２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道

）」の登録を受けている者が２人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－８４０－６２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

契約整理番号 ０５－４４８７－７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ５－１０４） 
業務場所 さいたま市緑区大字下山口新田地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月１９日まで 
概要 実施設計 開削（内径 1200mm 未満）295.9m 推進（刃口、小口径）7.4m マン

ホール形式ポンプ場 1 箇所 詳細設計 開削（0.3km 以下）一式 推進（0.3km

以下）一式 

予定価格（税込） １９，７６７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が２人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

契約整理番号 ０５－４４８４－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業耐震実施設計業務（南再－Ｒ５－５５３） 
業務場所 さいたま市中央区新中里４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 
概要 耐震実施設計 管更生工法 （内径 800mm 未満）1928m （内径 800 ㎜以上）

577m 既設マンホールの耐震化 47 箇所 

予定価格（税込） １４，５８６，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道

）」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－８４０－６２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで）



 

 

契約整理番号 ０５－２９５３－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 クリーンセンター大崎中規模修繕工事実施設計業務 
業務場所 さいたま市緑区大字大崎３１７番地 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月１５日まで 
概要 工場棟 延べ面積 23243.68 ㎡ ＲＣ造 地上６階地下１階建て 管理棟 延べ

面積 2064.7 ㎡ ＲＣ造 地上４階建て 建築設計（実施設計） 設備設計（実

施設計） 

予定価格（税込） １４，９７８，７００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年６月 ８日（木）午前９時から 

令和５年６月１２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年６月１３日（火）午前９時から 

令和５年６月１４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年６月１５日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 「建築関連コンサルタント／事務所及び庁舎」及び「建築関連コンサルタント／

他の建築設計」 

本公告日において、令和５・６年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年５月２９日（月）から 

質問受付期間 令和５年５月２９日（月）午前９時から 
令和５年６月 ７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年６月１２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市環境局施設部環境施設管理課 
電話 ０４８－８２９－１３４３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第９５５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市大宮区三橋二丁目１９２番１、１９２番２、１９２番３、１９２番４、 
１９２番５、１９２番６、１９２番７ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 埼玉県越谷市南越谷一丁目２９０５番地３ 
 中央グリーン開発株式会社 
 代表取締役 中内 慶太郎 
３ 許可番号 
 令 和 ５ 年 １ 月 １ ２ 日 
 第開‐Ｎ２０２２１４８号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ６ 日 
 第完‐Ｎ２０２２１４８号  
  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９５６号 
公募型プロポーザル方式の手続きの開始  
さいたまスイーツ魅力発信業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請

します。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 
さいたまスイーツ魅力発信業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５ ソニックシティビル第１展示場 

⑶ 業務概要 

地域資源である「さいたまスイーツ」を一体的にＰＲしてその知名度向上を図り、市内のスイ

ーツ全体の消費拡大により地域経済の活性化を図ることを目的とした「さいたまスイーツ等プロ

モーション事業」の一部として、「さいたまスイーツ」を１つの会場で食べ比べるイベントを開

催することで、市内に様々な店舗があることを消費者に知ってもらい、「さいたまスイーツ」の

知名度向上及び個店への誘客を図る。詳細については要求事項のとおり。 

⑷ 履行期間 

 契約締結日から令和６年２月２８日（水）まで 
⑸ 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は６，１９０，２５０円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本招請日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務

『イベント・催事』で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 
⑶ 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」

という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さい



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

たま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間

がない者であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p096831.html 

⑵ 交付期間 
本招請日から令和５年６月１２日（月）まで 

４ 参加意思の表明手続き  
企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

⑴ 提出書類 
参加意思表明書 １部 

⑵ 提出期間 
本招請日から令和５年６月１２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 提出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送。詳細は実施要領による。 

５ 質問の受付及び回答 
企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。 
⑴ 受付期間 

令和５年６月１９日（月）から令和５年６月２１日（水）午後４時まで 

⑵ 受付方法 
ア 電子メールでのみ受け付ける。詳細は実施要領による。 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 

４⑶に同じ 
⑶ 質問に対する回答予定日 

令和５年６月２３日（金）を目途に行う。 

⑷ 回答方法 
さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p096831.html 

６ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出書類  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p096831.html
mailto:shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p096831.html
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ア 企画提案書 

イ 業務行程表 

ウ 業務経歴書 

エ 業務の実施体制調書 

オ 見積書  

⑵ 提出期間 
令和５年６月１９日（月）から令和５年６月２９日（木）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 提出場所 

４⑶に同じ 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送。詳細は実施要領による。 
⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたまスイーツ魅力発信業務業者選定委員会において書類審査

を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。 
８ その他  

⑴ 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

⑵ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

⑹ 詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市経済局商工観光部商業振興課商業振興係  

電話  ０４８（８２９）１３６４ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 

  

mailto:shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp
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さいたま市告示第９５７号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 

小学校給食用ランチ皿 外２件 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外７２校 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和６年１月９日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「日用

品」内の営業種目「日用品・雑貨」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有す

る支店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 
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⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月１２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年６月２０日（火）及び令和５年６月２１日（水）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

    令和５年７月５日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９５８号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 
  消防団員用防火服一式 
⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防団活躍推進室外 

⑶ 数量 
 仕様書のとおり 

⑷ 特質等 
入札説明書のとおり 

⑸ 納入期限 
   令和６年３月１５日 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「繊維品」内の営業種目「被服」又は種目「消防・安全・災害

対策用品」内の営業種目「消防用品」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有

する支店若しくは営業所を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月１２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月２０日（火）及び令和５年６月２１日（水）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す
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る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）午後２時１５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
 ⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９５９号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 
ア 防寒衣 
イ 活動服上衣（男性） 外２２件 

⑵ 納入場所 
さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防企画課外 

⑶ 特質等 
 仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 
仕様書のとおり 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「繊維品」内の営業種目「被服」又は種目「消防・安全・災害

対策用品」内の営業種目「消防用品」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有

する支店若しくは営業所を有している者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月１２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月２０日（火）及び令和５年６月２１日（水）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 
６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

⑵ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

   (ア) １⑴アの物品 令和５年７月５日（水）午後２時３０分 
   (イ) １⑴イの物品 令和５年７月５日（水）午後２時４５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 
競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年７月５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
 ⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 
電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６０号 
さいたま市インターネット広告支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 
令和５年５月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市インターネット広告支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２２日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」内の受注希望業務「コンピュータ関連」で登載されて

いる者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 令和３年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書を貸与する。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

担当 シティセールス担当 電話 ０４８（８２９）１０３４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年６月１４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１６日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
  郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２２日（木）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２２日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部分権・広域行政担

当 
電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部シティセールス担

当 
電話 ０４８（８２９）１０３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

 要 
⑶ 議決の要否 

  否 
８ その他 

⑴ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
 ⑵ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
 ⑶ 詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第９６１号 

さいたま市ケアラー・ヤングケアラー支援周知啓発業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和５年５月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 
さいたま市ケアラー・ヤングケアラー支援周知啓発業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外 

⑶ 業務概要 
入札説明書及び仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「製作等」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申し立て

がなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 令和３年度以降に国又は地方公共団体と種類（ＷＥＢ広告を含む周知啓発業務）及び規模をほ

ぼ同じくする契約（規模についてはそれ以上のものを含む）を２件以上締結、履行した実績を有

する者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 

担当 地域福祉係 電話 ０４８（８２９）１２５４ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年６月１３日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ 

 ⑷ 交付費用 
   無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
   ３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年６月１５日（木）午前９時から午後４時まで 

 ⑶ その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 
⑴  入札方法 

総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

ア 日時 
令和５年６月２０日（火）１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟 第６会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年６月２０日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

 ⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６２号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第５

５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６３号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定医療機関から変更の届出があったので、生

活保護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６４号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定医療機関から辞退の届出があったので、生

活保護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６５号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定医療機関から廃止の届出があったので、生

活保護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６６号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号。以下「支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定介護機関から変更の届出があっ

たので、生活保護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６７号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定に基づき、施術者を指定したので、生活保護法第５５

条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６８号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以

下「支援法」という。）第１４条第４項の規定による指定施術者から変更の届出があったので生活保

護法第５５条の３及び支援法第１４条第４項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり（別紙省略） 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９６９号 
 令和５年さいたま市議会６月定例会を次のとおり招集する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 招集する期日 令和５年６月７日 

２ 招集する場所 さいたま市議会議事堂 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９７０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区東宮下二丁目５番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ８ 日 
 第変‐Ｎ２０２２１４３号  
４ 検査済証番号 
令 和 ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 
第完‐Ｎ２０２２１４３号  

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９７１号 

「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき、

農業振興地域整備計画の変更を行ったので、同法第１３条第４項で準用する同法第１２条第１項の規 
定に基づき公告するとともに、同条第２項の規定により当該計画書を次のとおり縦覧に供する。 

令和５年５月３１日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 農用地利用計画の縦覧場所 
さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

２ 農用地利用計画の縦覧期間 
  令和５年５月３１日以降常時備え置いてあります。 
３ 連絡先 

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 
電話 ０４８（８２９）１３７７ 



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９７２号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関

する条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和５年６月６日ま

でに返還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

５月 
３０日 猫 南区辻 雑種 オス 茶トラ １~ 

２か月 無  

５月 
３０日 猫 南区辻 雑種 オス 黒 １~ 

２か月 無  

５月 
３０日 猫 南区辻 雑種 メス 黒白 １～ 

２か月 無  

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健衛生局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９７３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区新開一丁目９６番７ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 
３ 許可番号 

 令和４年１２月２日 
 第 開‐Ｓ２０２２０７３ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年５月３０日 
 第 完‐Ｓ２０２２０７３ 号 

  



さいたま市告示一覧（令和５年５月１６日から同月３１日まで） 
 

さいたま市告示第９７４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の２第１０項の規定

に基づき、次のとおり告示する。 

令和５年５月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  大谷第四自治会 

２ 変更した事項 

⑴ 代表者 （省略） 

⑵ 住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

  令和５年４月１６日 


